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上級救命講習 救急車が来るまでの空白の時間、
あなたが出来ることは何でしょうか？

お知らせ

〈ご利用ください〉▶防災行政無線放送テレホンサービス（放送内容の確認）☎0120－031676　放送後約1時間経過後か、次の放送がされた場合は、情報が入れ替
わります。 ▶災害専用電話（台風や大雨で災害が発生したとき）☎7185－1743

平
成
27
年
成
人
式
は

１
月
11
日
㈰
で
す

　

平
成
27
年
成
人
式
か
ら「
成
人
の

日
」前
日
の
日
曜
日
に
開
催
し
ま
す
。

日
時　

平
成
27
年
1
月
11
日
㈰

【
午
前
の
部
】　

我
孫
子
中
学
校
区
・

白
山
中
学
校
区
に
お
住
ま
い
の
方
…

式
典
午
前
10
時
30
分
〜

【
午
後
の
部
】　

久
寺
家
中
学
校
区
・

湖
北
台
中
学
校
区
・
湖
北
中
学
校
区
・

布
佐
中
学
校
区
に
お
住
ま
い
の
方
…

式
典
午
後
1
時
30
分
〜

場
所
　
け
や
き
プ
ラ
ザ
ふ
れ
あ
い

ホ
ー
ル
（
我
孫
子
駅
南
口
）

対
象　

平
成
6
年
4
月
2
日
〜
平
成

7
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
方

　

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
☎
７

１
８
５
–
１
６
０
２

小型家電の拠点回収をはじめました
　使用済み小型家電のリサイクルを推進するため、5月からアビス
タ、湖北地区公民館、各近隣センターに回収ボックスを設置し、
小型家電の回収を実施します。回収へのご協力をお願いします。
　詳しくは広報あびこ4月16日号または市ホームページをご覧く
ださい。
　クリーンセンター☎7187－0015

　

我
孫
子
市
消
防
本
部
で
は
、
バ
イ
ス
タ

ン
ダ
ー
（
応
急
処
置
の
出
来
る
人
）の
育

成
を
目
的
に
上
級
救
命
講
習
を
開
催
し
ま

す
。

　

い
ざ
と
い
う
時
、
大
切
な
家
族
や
友
人

の
命
を
守
る
た
め
、
正
し
い
応
急
処
置
の

知
識
と
技
術
を
習
得
し
ま
し
ょ
う
。

日
時　

５
月
17
日
㈯
午
前
９
時
〜
午
後
５

時
30
分　

※
荒
天
時
は
中
止
の
場
合
あ
り

場
所　

消
防
本
部
２
階
・
大
会
議
室

対
象
・
定
員　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

の
方
、
先
着
30
人

内
容　

成
人
・
小
児
な
ど
に
対
す
る
心
肺

蘇
生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方
法
、
異
物
除

去
要
領
、
止
血
法
、
傷
病
者
管
理
法
、
外

傷
の
手
当
、
搬
送
法
な
ど
応
急
処
置
の
知

識
と
技
術
。
心
肺
蘇
生
法
に
関
す
る
効
果

確
認
あ
り（
講
習
終
了
後
に
救
命
技
能
適

正
と
認
め
ら
れ
た
方
に
は
、
修
了
証
を
交

付
）。

費
用　

無
料　

※
昼
食
は
各
自
で
用
意

・
　

直
接
ま
た
は
電
話
で
、
消
防
本

部
警
防
課
☎
７
１
８
１
–
７
７
０
１
（
平

日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）

5月1日から

市
民
相
談

弁護士
法律相談

8日㈭、15日㈭、20日㈫、22日㈭、27日㈫
9時30分～15時30分　市民相談室（本庁舎2階）
秘書広報課☎7185－1714（予約は1日㈭8時30分～）

人権相談
（ 優先）

22日㈭10時～15時　相談室（西別館2階）
社会福祉課・内線476

税務相談 16日㈮10時～15時
収税課☎7185－1349（予約は12日㈪8時30分～）

行政相談 28日㈬10時～12時　市民相談室（本庁舎2階）
秘書広報課☎7185－1714

行政書士
相談

21日㈬13時～16時　市民相談室（本庁舎2階）〈相続・遺言・
成年後見など〉行政書士会・木川☎7183－2132

司法書士法律
相談

16日㈮10時～15時　市民相談室（本庁舎2階）
千葉司法書士会柏支部☎7166－2015（平日13時～16時）

不動産相談 9日㈮市民相談室（本庁舎2階）建築住宅課・内線601、602
（先着8組。7日㈬までに電話で予約）

住宅相談 9日㈮B会議室　建築住宅課・内線601、602
（先着4組。7日㈬までに電話で予約）

消費生活相談 月～金曜日、第2・4土曜日（祝日を除く）
10時～17時30分　消費生活センター☎7185－0999

生活相談 土・日曜、祝日を除く平日　8時30分～17時　西別館2階
社会福祉課・内線393

高齢者
なんでも相談

9日㈮10時～11時15分　つつじ荘☎7188－0123
16日㈮10時～11時15分　西部福祉センター☎7185－5818

健康相談 土・日曜、祝日を除く平日　8時30分～17時　
保健センター　健康づくり支援課☎7185－1126

交通事故巡回相談 12日㈪10時～15時（先着4組。予約は1日㈭8時30分～）
市民安全課・内線486

子ども総合相談 土・日曜、祝日を除く平日　8時30分～17時　
西別館1階　子ども相談課☎7185－1821

結婚相談
（ 優先）

11日㈰、18日㈰9時～14時　
社会福祉協議会☎7184－1539

母子・婦人相談
（ひとり親）

土・日曜、祝日を除く平日　8時30分～17時　
西別館2階　子ども支援課・内線849

DV相談 土・日曜、祝日を除く平日　8時30分～17時　
社会福祉課・内線394

心の相談 26日㈪午後　西別館　障害福祉支援課・内線421

もの忘れ相談 13日㈫13時30分～16時30分　相談室（西別館3階）
高齢者支援課☎7185－1112

地域職業相談
土・日曜、祝日を除く平日　8時30分～17時（12時～13時
は求人閲覧のみ）サンビーンズビル6階（我孫子駅南口）
我孫子市地域職業相談室☎7165－2786

県
民
相
談

介護と
こころの相談

水曜日10時～16時、火曜日・土曜日13時～16時
県福祉ふれあいプラザ（けやきプラザ6階）☎7165－2886

住宅改修相談 木・金曜日10時～16時
県福祉ふれあいプラザ（けやきプラザ6階）☎7165－2886

福祉用具相談 土曜日10時～16時
県福祉ふれあいプラザ（けやきプラザ6階）☎7165－2886

児童相談
来所 月～金曜日9時～17時　柏児童相談所☎7131－7175
電話 月～金曜日9時30分～16時　柏児童相談所☎7134－4152

5月市民相談・県民相談 ※ 　は予約制です。

　

雨
水
貯
留
タ
ン
ク
は
、
雨
水

を
タ
ン
ク
に
一
時
的
に
溜
め
る

こ
と
で
、
ゲ
リ
ラ
豪
雨
な
ど
に

よ
る
雨
水
の
流
出
を
抑
え
る
効

果
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
ガ
ー

デ
ニ
ン
グ
や
夏
場
の
打
ち
水
用

に
使
用
で
き
ま
す
。

対
象
者　

市
内
に
所
有
す
る
家

屋
な
ど
の
建
築
物
の
敷
地
内
に

雨
水
貯
留
タ
ン
ク
（
容
量
１
５

０
リ
ッ
ト
ル
以
上
）を
設
置
す

る
方
。
※
販
売
用
不
動
産
や
、

す
で
に
補
助
金
を
受
け
た
敷
地

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

交
付
要
件
　
年
度
内
に
雨
水
貯

留
タ
ン
ク
の
設
置
が
完
了
す
る

こ
と
。

補
助
金
の
額
　
限
度
額
…
1
台

3
万
円
、2
台
以
上
5
万
円（
１

０
０
０
円
未
満
切
り
捨
て
）。

　

工
事
の
着
手
前
に
交
付
決
定

の
通
知
を
受
け
る
こ
と
が
必
要

で
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

治
水
課
・
内
線
５
５
７

雨
水
貯
留
タ
ン
ク
の

 

設
置
費
用
を
補
助
し
ま
す

『手賀沼花火大会』開催決定！8月2日㈯

駅頭募金
日にち 時間 場所

5/26㈪
18時～
19時

我孫子駅（南口・北口
ロータリー付近）

6/2㈪ 天王台駅（南口・北口
ロータリー付近）

6/12㈭ 我孫子駅（南口・北口
ロータリー付近）7/2㈬、7/8㈫、

7/16㈬
18時～
19時30分

　今年も手賀沼の夏の風物詩「手
賀沼花火大会」を、柏市と合同で
8月2日㈯に実施することが決定し
ました。より良い花火大会になる
よう、開催に向けて募金活動を実
施しています。皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。
　花火大会について、詳しくは今
後の広報あびこでお知らせします。
募金箱　市役所本庁舎1階ロビー、
アビシルベ
　商業観光課☎7185－1475

イベント募金
日にち イベント名 場所
5/4㈰ 布佐新緑まつり 布佐駅東口前大通り
5/11㈰ Enjoy手賀沼! 手賀沼親水広場
6/7㈯ アロハフェスタ 手賀沼公園広場

　4月1日以降に、次の固定資産（償却資産）を取得された場合には、申告することに
より、固定資産税の軽減が受けられます。
新たに対象となる施設など　◎地下街などの所有者・管理者が、水防法に規定された
浸水防止計画に基づき取得した浸水防止用設備（止水板、防水扉、排水ポンプなど）
◎特定製品に係るフロン類の回収および破壊の実施の確保等に関する法律に規定され
た、自然冷媒を利用した業務用冷凍・冷蔵機器。
　また、次の施設または設備については、地方税法の規定により税額が軽減されてい
ましたが、今回、新たに市税条例を改正して軽減率を定め、引き続き軽減を行いま
す。①水質汚濁防止法に定める特定施設を設置する工場などの汚水または廃液の処理
施設②大気汚染防止法に規定する指定物質排出施設から排出される指定物質の排出ま
たは飛散抑制に資する施設③土壌汚染対策法に定める特定有害物質の排出または飛散
の抑制に資する施設※詳しくはお問い合わせください。 　課税課・内線337

楽

償却資産にかかる固定資産税について
新たに軽減措置が設けられました

雨
水
貯
留
タ
ン
ク

設
置
済
み
の
方
へ

　

事
前
に
大
雨
が
予
想
さ

れ
る
場
合
に
は
、
雨
水
流

出
抑
制
効
果
が
十
分
機
能

す
る
よ
う
に
、
雨
水
貯
留

タ
ン
ク
内
の
水
を
放
流
し

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
ご
み
詰
ま
り
等

を
防
止
す
る
た
め
、
定
期

的
な
点
検
や
清
掃
を
お
願

い
し
ま
す
。
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